
  

京都市重層的支援体制整備事業実施計画 

令和８年３月 

 



１ 重層的支援体制整備事業の実施目的、基本方針 

京
みやこ

・地域福祉推進指針（2024年改定）に規定のとおり 

 
 

２ 各事業の主な提供体制（令和７年４月１日時点） 

⑴ 包括的相談支援事業（※基本型での実施） 

分野 相談支援機関名 設置箇所数 運営形態 

高齢 地域包括支援センター 61 か所 委託 

長寿すこやかセンター １か所 委託 

障害 障害者基幹相談支援センター ５か所 委託 

障害者休日・夜間相談受付センター １か所 委託 

子ども 子育てコンシェルジュ 

（保健福祉センター子どもはぐくみ室） 

14 か所 直営 

生活困窮 自立相談支援窓口 １か所 直営 

住居確保給付金相談窓口 １か所 委託 

よりそい・つなぐ相談窓口 

（ひきこもり相談窓口） 

１か所 委託 



⑵ 多機関協働事業 

機関名 主な取組 設置箇所数 運営形態 

保健福祉センター ・連携支援推進係長を中心とし

た、多分野・多機関の協働、

分野横断的な支援を行うた

めの調整 

・重層支援会議（後述）の開催 

14 か所 直営 

⑶ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

機関名 主な取組 設置数 運営形態 

地域あんしん支援員 

（市社会福祉協議会） 

・支援対象者の生活、心身の状

況及びその家族等の実態把

握 

・行政等の関係機関、地域との

連携による支援対象者への

継続的な支援活動 

・関係機関等との連携や地域住

民とのつながりを通じた、必

要な支援が届いていない方

の把握 

15 人（区・支

所ごと及び

統括者） 

※⑷と兼務 

委託 

⑷ 参加支援事業 

機関名 主な取組 設置数 運営形態 

地域あんしん支援員 

（市社会福祉協議会） 

・支援対象者の思いやニーズに

沿った、社会参加に向けた支

援 

・関係機関等との連携による効

果的な支援のための地域へ

の働き掛け 

15 人（区・支

所ごと及び

統括者） 

※⑶と兼務 

委託 

⑸ 地域づくり事業 

分野 事業名 主な取組 運営形態 

高齢 地域介護予防推進事

業 

市内 12 か所の地域介護予防推

進センターの運営 

委託 

健康すこやか学級事

業 

介護予防に関する講座や、介護

予防を目指した体操、レクリエ

ーション等の実施 

委託 



地域における高齢者

の居場所づくり支援

事業 

健康長寿サロンへの補助 補助 

地域支え合い活動創

出事業 

住民主体の地域づくりを支援

し、地域活動やサービスの創出

に結び付けるコーディネータ

ー15 人の配置（区・支所ごと及

び統括者） 

委託 

障害 地域生活支援事業 市内３か所の地域活動支援セ

ンター（デイサービス）への補

助 

給付 

子ども 児童館事業 市内 129 か所の児童館の運営 委託・指定管

理 

子育て支援活動いき

いきセンター事業 

市内 41 か所の乳幼児親子のつ

どいの広場の運営 

委託 

生活困窮 福祉のまちづくり体

制整備事業 

・地域福祉活動に関わる多様な

主体のつながりを促進する

場の展開 

・身近な地域における地域課

題・ニーズや活動事例の把握

及び共有・発信 

委託 

地域資源を活かした

つながり・支え合い創

出事業 

・多様な主体と協力し、地域の

身近な公共空間等を活用し

て、地域住民の興味・関心を

入口とした、多様な人が来や

すく、無理なく楽しい「場」

づくりのコーディネート 

・活動の魅せる化や活動間のネ

ットワーク化 

直営・委託 

※ ⑴～⑸いずれも重層的支援体制整備事業交付金の対象事業から選定しており、これ

らのほか、保健福祉センター各課をはじめとした相談支援機関（窓口）や、多様な主体

が行う様々な地域づくりの取組等がある。 

  



３ 関係機関間の一体的な連携方策について 

⑴ 重層支援会議 

ア 実施内容 

分野を超えて当事者視点に立った包括的な支援を目指し、複雑化・複合

化した課題を抱える福祉的な支援を要するケースのうち、支援関係機関等

の連携によっても支援上の困難があるものについて、保健福祉センター内

外の関係者間で支援対象者に係る情報共有や、支援方針・役割分担の検討・

決定等を行う。（※本人同意がある場合に開催する「重層的支援会議」と、

本人同意がない場合に開催する「支援会議」とを総称。） 

イ 実施体制 

保健福祉センター長をリーダーとして、区役所・支所ごとに設置。原則

として１か月に１回以上開催する。 

⑵ 区・支所地域コミュニティＨｕｂ 

ア 実施内容 

全ての人に「居場所」と「出番」があるまちの実現を目指し、区役所・

支所が地域の多様な主体を相互につなぐ結節点となり、地域資源を活かし

た「つながり」や「むすびつき」を形成・促進する。 

イ 実施体制 

区長・担当区長をリーダーとして、区役所・支所ごとに設置 

 

４ 主な事業目標及び評価・見直しについて 

⑴ 事業目標及び評価指標 

指標 現状 目標 

重層支援会議における検

討事案件数 

150 件 

（令和６年 10 月～ 

令和７年３月） 

336 件 

（令和 10 年度） 

地域あんしん支援員の支

援終結件数（累計） 

256 件 

（令和６年度末） 

372 件 

（令和 10 年度末） 

地域支え合い活動調整会

議を通じて支援した取組

等の数（累計） 

313 件 

（令和６年度末） 

350 件 

（令和８年度末） 

区ボランティアセンター

相談対応件数 

3,198 件 

（令和６年度） 

3,857 件 

（令和 10 年度） 

区地域福祉推進委員会が

実施する地域福祉活動に

1,271 人 

（令和６年度） 

1,400 人 

（令和 10 年度） 



関わる多様な主体のつな

がりを促進する場への参

加者数 

地域住民・団体がつなが

り、新たに生まれた・充実

した地域活動数（累計） 

― 100 件 

（令和９年度末） 

⑵ 評価・見直しについて 

⑴に掲げるもののほか、事業に密接に関連する各分野の取組実績や地域に

おける各種活動の件数等の指標を参考に、各分野で実施されるアンケート調

査の結果等も活用しながら、京都市社会福祉審議会地域福祉専門分科会にお

いて、定期的に進捗状況の点検・評価を行う。 


